
2021年4月1日

埼玉建設工事関係者連絡会議
（埼玉建設業関係者労働時間削減推進協議会）

令和８年６月24日（水）

厚生労働省 埼玉労働局 監督課

適正な労働条件の確保に向けた対策



建設業の労働時間の状況（パートタイム労働者を除く）【全国】
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建設業の労働時間は緩やかな減少傾向にあるものの、他産業に比べて依然として高水準にある。

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注）事業所規模5人以上
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建設業における労働時間の状況（パートタイム労働者を除く）【埼玉県】

※ 埼玉県「毎月勤労統計調査 令和6年年報詳細」より作成
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建設業における監督指導実施状況

令和７年は全業種で3,003件、うち建設業は678件に定期監督等を実施。何らか法違反が認められた事業場

のうち、労働時間関係（労基法第32条等）の法違反が認められたのは全業種で26.2％、建設業では9.8％。

全業種 建設業

定期監督等
実施件数

違反事業場数
うち労働時間関係
違反事業場数

違反率
定期監督等
実施件数

違反事業場数
うち労働時間関係
違反事業場数

違反率

3,003件
2,090件

（549件）
69.6％ 678件

396件
（39件）

58.5%

２ 建設業に係る労働時間関係の法違反の事例

１ 令和７年の定期監督等指導状況
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・ 36協定で１か月の時間外労働の限度を45時間、特別条項で80時間と定めていたが、現場監理担当者のうち特に
高い技能を持つ１名に業務が集中した結果、１か月の時間外労働が月87時間に及んだ。

・ 労働時間は記録しているが時間外労働の把握管理をしておらず、労務管理の知識も不十分で36協定の締結・届
出を行っていなかったが、作業員に最大で１か月36.5時間、１年間で242時間の時間外労働が発生していた。

・ 現場代理人が工期逼迫により１か月の時間外労働が75時間に及んだ。36協定で１か月の時間外労働の限度を45

時間、特別条項で99時間と定めていたが、特別延長のための手続き（労使協議）を行わないままとなっていた。



労働局の取組み
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１ 各種説明会（集団指導）における労働時間関係の法令等の説明
埼玉労働局管内に事業場を置く建設業者を対象に、安全衛生関係をはじめとする各種説明会（集団指導）

の機会を捉えて、労働時間関係の法令等（時間外労働の上限規制、各種労使協定の締結・届出の留意点、各

種支援策や好事例等）に係る説明を、参加者の理解が深まるよう工夫しつつ実施。

２ 「ベストプラクティス企業」の選定・労働局長に訪問と意見交換の実施
建設業では令和4年度に田部井建設株式会社（熊谷市）、令和6年度に伊田テクノス株式会社（東松山市）

を選定。

過重労働解消に向けた気運の醸成を図るとともに、労働時間削減に向けた自主的な取り組みを促進し、適切

な労務管理の導入に向けた支援を行うため、以下の取組を実施していく。



働き方改革推進支援助成金
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令和８年度「働き方改革推進支援助成金」
業種別課題対応コース（建設業）のご案内

このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や週休2日制の推進等に向けた環境整備に取
り組む、建設業の中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

ご利用の流れ

都道府県労働局雇用環境・
均等部（室）に「交付申請
書」を提出
申請期限：令和８年11月30日(月)

交付決定後、提出した計画に
沿って改善事業を実施
事業実施：

令和９年１月31日(日)まで

雇用環境・均等部（室）に支給申請

申請期限：事業実施予定期間が終了した日か

ら起算して30日後の日 または 令和９年２月

５日（金）のいずれか早い日

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

課題別にみる助成金の活用事例

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

測量杭打ち機と
重機用センサーユニットを導入

測量作業と重機操作を効率化し、
労働時間を削減したい！

積算業務を効率化し、
労働時間を削減したい！

土木工事積算システムを導入

過去の類似工事との比較が容
易になり、より短時間で適正
な積算値を算出できるように
なった。

測量や杭打ち、重機の操作を
１人で行えるようになり、１
日当たりの作業時間が削減さ
れた。

改善の

結果

助成金

による

取組

企業の

課題

助成内容について詳しくは、裏面をご覧ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
働き方改革推進支援センター または都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にお尋ねください。
電子申請システムによる申請も可能です。（https://www.jgrants-portal.go.jp/）

電子申請システム「Ｊグランツ」働き方改革推進支援センター 都道府県労働局 (2026.４)申請様式など

成果目標①の上限額

１．労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第

139条第２項に定める工作物の建設の事業その他これ

に関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主

たる事業として営む中小企業事業主であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿

や就業規則等を整備していること。
など

選択した上記「成果目標」に設定された、右記①から

⑥までの助成上限額に、右記の加算制度における上限

額への加算額を合計した金額

上
限
額

上限額又は対象経費の合計額に補助率３／４(※２)を乗

じた額のいずれか低い金額を助成します。

助
成
額

① 労務管理担当者に対する研修(※１)

② 労働者に対する研修(※１)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の整備

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジ

タル式運行記録計の導入・更新

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・

更新

(※１）研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務

研修も含みます。

（※６）常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、達成

した成果目標 の助成上限額に、上表の５％及び７％以上の引上げ

について２倍の上限額が加算されます。

また、常時使用する労働者数が10人未満の場合は、上表の５％

及び７％以上の引上げについて2.5倍の上限額が加算されます。

業種別課題対応コース（建設業）の助成内容

対象事業主

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働

時間数の削減

② 所定外労働時間の削減

③ 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

④ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で

規定する特別休暇を１つ以上新規導入

⑤ ９時間以上の勤務間インターバルの導入

⑥ ４週における所定休日を１日以上増加

改善事業（助成対象となる取組）

成果目標③、④の上限額：各25万円

成果目標⑤の上限額

事業実施後の設定時間数

月60時間を超え
月80時間以下

月60時間以下

―200万円
月60時間を超え
月80時間以下

事
業
実
施
前
の

設
定
時
間
数 150万円250万円月80時間超

「成果目標」を１つ以上選択の上、その達成を目指して「改善

事業」を実施してください。

成果目標
(※４） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの

休息時間数のうち、最も短いものを指します。
(※５）勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間イン

ターバルの時間延長の場合は、上表の1/2が上限額となります。

成果目標⑥の上限額：25～100万円

成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算（※６）

（常時使用する労働者が30人を超える場合）

１企業当たりの上限額（※５）休息時間数(※４)

120万円９時間以上11時間未満

150万円11時間以上

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円
３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円
５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円
７％以上
引上げ

上記「成果目標」の達成状況に応じて、上記「改善事業」の

実施に要した経費の一部を助成します。

助成上限額と助成額

(※２) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、「改善事業」の
⑥・⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える
場合は、補助率４／５。

助成上限額 ​削減した労働者１人あたりの
所定外労働時間数 ​

50万円​5時間以上10時間未満 ​

100万円​10時間以上​

成果目標②の上限額（※３）

(※３）成果目標①及び②は同時に選択できない。

加算額​割増賃金率引上げ加算の成果目標達成に係る要件​

25万円​
月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を５％
以上引き上​げること。​

75万円​

月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働時間に係る
所定割増賃​金率を５割以上とし、かつ、交付申請後から
事業実施予定期間の終​期までの期間において、いずれか
１か月における時間外労働の時間​数を、交付申請日の属
する月を基準として、労働者１人あたり10時​間以上削減
すること。​

成果目標「割増賃金率の引上げ」の上限額の加算

加算制度

働き方改革推進支援センター
または都道府県労働局に相談！

申請書
カキカキ…
添付書類も
準備…

都道府県労働局

いざ提出！



働き方改革推進支援助成金 事例掲載のご案内

▶ 厚生労働省ホームページ
（労働時間等の設定の改善）

https://www.mhlw.go.jp/stf
/seisakunitsuite/bunya/koy
ou_roudou/roudoukijun/jik
an/index.html#h2_free3
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公共・民間工事発注者、受注者に対する協力要請

• 建設労働者の長時間労働の改善、賃上げに向けて、適正な工期・請負代金の設定についてより一層の協力を得るため、

厚生労働省労働基準局長と国土交通省不動産・建設経済局長が連名で工事発注者及び受注者に文書による要請を実施。

（令和８年１月29日）
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•  建設業にも令和６年４月から時間外労働の上限規制の適用が開始されたが、労働時間は全産業と比較してなお高い水準。

• 持続可能な建設業の実現と必要な担い手の確保のためには、働き方改革の推進や処遇の改善が必要不可欠。

• 建設業の長時間労働の改善に向けて建設業者による生産性向上などの自助努力とあわせて、

発注者の理解と協力を得ながら適正な工期設定への取組を進めて行くことが不可欠。

•  将来の担い手の確保のためには建設労働者の処遇改善に向けた更なる賃上げの実現のため、

 労務費の適正な確保と受発注者間で価格転嫁を進めて行くことが必要。

概要

※ 公共工事発注者向け。民間工事発注者、受注者にも同様に要請を実施。

• 「工期に関する基準」（令和６年３月27日改定）を踏まえ、受注者からの見積りに基づきながら、

週休２日の確保および時間外労働の上限規制を遵守できる工期を設定すること。

• 工期設定の際は、猛暑日や寒冷・多雪地域における冬季休止期間などの自然的要因における不稼働によって、

特定の期間に作業が集中する可能性があること等へ配慮すること。

• 工事の前工程で工程遅延が発生し、適正な工期を確保できなくなった場合は必要な協議や契約変更を実施すること。

• 「労務費に関する基準」（令和７年12月２日作成・勧告）や入契適正化指針を踏まえ、

市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を反映させた予定価格を設定すること。

• 適正な水準の労務費の確保のため、労務費等の内訳が記載された入札金額内訳書の確認の実施や

資材費等の変動があった場合の請負代金の変更に係る契約条項の設定等に対応すること。 等

主な要請事項

※要請書の全文はこちらに掲載しています。

【公共工事発注者に対する要請事項】



発注者に対する協力要請

• 建設労働者の長時間労働の改善、賃上げに向けて、適正な工期・請負代金の設定についてより一層の協力を得るため、

埼玉労働局長と関東地方整備局長が連名で発注者に対し、文書による要請を実施。（令和７年９月１日）
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民間工事発注者（団体）に対しても

同様の要請を実施。

工期に関する基準を踏まえた工期設
定や、最新の公共工事設計労務単価
を踏まえた労務費、市場での取引価
格を反映させた原材料費・エネル
ギーコストの設定などを通じた、長
時間労働の是正、賃上げを今後も推
進していく。



働き方改革の実現に向けて、受注者の皆さまも適正な工期設定にご協力ください

⚫建設業では週休２日が十分に確保できていない工事もまだ見

受けられることから、これを改善するための取組が業界全体

で進められていること。

⚫著しく短い工期が設定されると、土日も働かざるをえなくな

り、長時間労働につながってしまうため、工事の発注、受注

に当たっては、働く方の休日数も考慮した工期の設定をお願

いしたいこと。

⚫また、不当に低い金額で契約が締結されると、建設業で働く

方の処遇改善も難しくなることから、工事を発注するときも、

受注するときも、働く方のことも考えて、適切な金額での契

約をお願いしたいこと。
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２代目イメージキャラクター
労働基準局広報キャラクター
「たしかめたん」

（働き方改革ＰＲ動画） 働き方改革ＰＲ動画のポイント

適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請

負人を含む）が考慮すべき事項をまとめた「工期に関する基

準」（令和６年３月改定）もご確認ください。

（工期に関する基準）

また、令和７年12月に全面施行された建設業法によって、

• これまで発注者に対してのみ禁止されていた工期ダンピン

グが、新たに受注者にも禁止

• 新たに「労務費に関する基準」が設けられ、これを著しく

下回る契約が禁止

されたことにもご留意ください。

（改正建設業法（第三次担い手三法））

⚫ 建設業の働き方改革の実現のため、厚生労働省では、国土交通省と連携して働き方改革ＰＲ動画を通じて発注者に向けて適

正な工期設定等を呼びかけている。

⚫ 工事の受注者の立場からも、長時間労働や週休２日の確保が難しいような工事を行うことを前提とする、著しく短い工期で

の見積もりや請負契約の締結（工期ダンピング）を行わないようにしてください。



ご清聴ありがとうございました。
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労働基準局

広報キャラクター たしかめたん

「働き方改革」は、

「魅力ある職場づくり」の実現による

 生産性向上、人手不足解消のチャンス！

関 係 情 報 は こ ち ら の ウ ェ ブ サ イ ト で 発 信 し て い ま す 。

生 産 性 の 向 上 に 向 け て 、 働 き 方 改 革 推 進 支 援 セ ン タ ー

も 是 非 ご 利 用 く だ さ い ！

（厚生労働省ウェブサイト）（特設サイト「はたらきかたススメ」）

（働き方改革特設サイト）

（建設ポータルサイト）
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